
 
大飯１号炉および２号炉 燃料取替用水タンクへのクリアランス制度適用に関する法令等の要求事項への適合性確認（1/8)  

 

 

 
認可申請書に要求 
される記載事項 

法令等の要求事項 申請書および補足説明資料の内容 
申請書および補足説明

資料の該当箇所 
一 名称 ― 関西電力株式会社 本文 P1 
二 発生場所 ― 名 称 大飯発電所 

所在地 福井県大飯郡おおい町大島 
本文 P1 

三 施設の名称 ― 大飯発電所 １号原子炉施設 
大飯発電所 ２号原子炉施設 

本文 P2 
添付書類一 

四 放射能濃度確認対象物の種類 【製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれ

る放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則（以下、「規

則」という。）第二条】 
発電用原子炉設置者が発電用原子炉を設置した工場等において用いた資材

その他の物のうち金属くず、コンクリ―トの破片及びガラスくず（ロック
ウール及びグラスウールに限る。) 

・放射能濃度確認対象物は、大飯１，２号炉の運転保守に伴い発生した資

材のうち、2005 年度に大飯１号炉及び大飯２号炉の燃料取替用水タン
クエリアに設置していた燃料取替用水タンクを解体した１次冷却材に

よる二次的な汚染があるステンレス鋼約 70トンを対象。 
・放射化汚染について、原子炉格納施設外である燃料取替用水タンクエリ

アは放射化汚染が生じない。 
 
・放射能濃度確認対象物である燃料取替用水タンクは燃料取扱い時の原子

炉キャビティ水張り用ほう酸水の水源及び非常用炉心冷却設備作動時

の注入用ほう酸水の水源として設置されている。燃料取扱い時に燃料取

替用水タンクから移送された燃料取替用水は原子炉キャビティにおい

て１次冷却材と混合され、燃料装荷後に再度燃料取替用水タンクへ移送

される。燃料取替用水タンクの内面は放射性物質を含む１次冷却材に接

触しており、放射性物質が内面に沈着する。このことから、放射能濃度

確認対象物の汚染の形態は二次的な汚染である。 

本文 P3 
添付書類二 
P2-1 
 
添付書類二 
P2-2, 図 2-2 
 
添付書類二 
P2-2, 図 2-1 

五 評価に用いる放射性物質の 
種類（(次頁へ続く） 

 

【規則第六条第 1号一】 
評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物

質のうち、放射線量を評価する上で重要となるものであること。 
【放射能濃度についての確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の

放射能濃度の測定及び評価の方法に係る審査基準（以下、「審査基準」とい

う。）】 
評価に用いる放射性物質を選定するに当たっては、放射能濃度確認対象

物中に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で影響を与えるこ

とが予想される放射性物質が見落とされないよう、以下の手順により選定

が行われていること。 
(1) 発電用原子炉設置者が発電用原子炉を設置した工場等において用いた
資材その他の物 

イ：放射能濃度確認対象物が生ずる発電用原子炉の運転状況、炉型、構造

等の特性を踏まえ、中性子の作用による放射化汚染、原子炉冷却材等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ：汚染の形態としては、放射性腐食生成物および核分裂生成物が１次冷

却材により１次冷却系統に接続する１次冷却材系統機器内面に沈着

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付書類三 
P3-1 

資
料
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認可申請書に要求 
される記載事項 

法令等の要求事項 申請書および補足説明資料の内容 
申請書および補足説明

資料の該当箇所 
に係る放射性物質の付着、浸透等による二次的な汚染の履歴及び機構、

放射性物質の放射性壊変等を考慮して、33種類の放射性物質 k（製錬
等放射能濃度確認規則別表第 1第 1欄に掲げる放射性物質）の放射能
濃度 Dk又は放射性物質 kと基準核種（例えば Co-60)との放射能濃度
比が計算等により算出されていること。 
この際、以下のとおりであること。 
①放射化汚染を放射化計算法によって算出する場合については、使用実

績のある放射化計算コード（許認可実績のあるコード又は汎用的なコ

ード若しくは第三者による技術的レビューを受けた公開コード）を用

いるとともに、放射性物質の種類が幅広く選定されるよう、合理的な

範囲で計算に用いる入カパラメータ（親元素の組成、中性子束、照射

時間等）が設定されていること。ただし、施設の構造上、管理区域の

設定が不要である等、中性子線による放射化の影響を考慮する必要が

ないことが明らかである場合は、放射化による汚染 を考慮する必要は
ない。 

 
 
②二次的な汚染を放射化計算法等に基づいた計算及び評価によって算出

する場合については、放射性物質の種類が幅広く選定されるよう、合

理的な範囲で当該計算及び評価がなされていること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

することにより生じる、二次的な汚染とする。 
 
 
 
 
 
①放射化汚染については、原子炉格納施設外である燃料取替用水タンクエ

リアは放射化汚染が生じないことから、放射化汚染は考慮しない。 
 【補足】 
  〇燃料取替用水タンクは、原子炉格納容器から北東、北西の位置にあ

り、約 15m（原子炉容器から約 30m）離れており、かつプラント運
転中に発生する中性子は、原子炉格納容器の外部遮蔽壁等にて遮蔽

されることから、中性子による放射化汚染は発生しない。 
〇燃料取替用水タンクの設置位置を含め、発電所構内における中性子

線量当量率測定結果は、プラント運転中においても検出限界未満

（          以下）であることを確認している。 
 
②二次的な汚染の放射能濃度は、代表組成の放射化計算及び代表試料の放

射化学分析結果を基に算出。評価内容は以下の通り。 
・二次的な汚染の放射性物質組成については、放射性腐食生成物および核

分裂生成物による汚染を考慮し、それぞれ「ORIGEN2」コードを用い
て評価。 
・上記の計算結果は、炉内に存在するイオン状及び粒子状成分の合計値で

あり、二次的な汚染は粒子状成分が沈着することにより生じることか

ら、各核種の粒子状成分割合を算出し、放射性物質組成に乗じる。 
・放射性腐食生成物および核分裂生成物の放射性物質組成を Co-60 及び

Cs-137の放射能濃度比を用いることにより合成。なお、Co-60及び Cs-
137の放射能濃度比は代表試料の放射化学分析の結果より算定。 
・算定した放射性物質組成から、規則 33核種の Σ(Dk／Ck)に対する Dk／

Ckの割合を評価。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
添付書類二 
P2-2, 図 2-2 
 
資料 3-② コメント回
答資料（放射化汚染に

ついて） 
 
 
 
 
 
 
 
添付書類三 
P3-1, 3-2,表 3-1～3-6 
 
添付書類三 
P-3-2, 表 3-7 
 
添付書類三 
P3-2,3-3,表 3-9,3-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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認可申請書に要求 
される記載事項 

法令等の要求事項 申請書および補足説明資料の内容 
申請書および補足説明

資料の該当箇所 
ロ :上記イで算出した放射能濃度をそれぞれの放射性物質 k に対応した製
錬等放射能濃度確認規則別表第 1 第 2 欄に掲げる放射能濃度 Ckで除

した比率 Dk／Ckが計算されていること。ただし、上記イにおいて、

放射性物質ｋと基準核種との放射能濃度比を算出した場合は、基準核

種の放射能濃度を 1Bq/gとして Dkを計算し、放射性物質 kの Dk／Ck

が計算されていること。 
ハ：「評価に用いる放射性物質」として、下式を満足するよう、33 種類の
放射性物質 kの中から Dk／Ckの大きい順に n種類の放射性物質 jが
選定されていること。 

Σ(Dj／Cj) /Σ(Dk／Ck)≥0.9 
この式において、k、j、Dk、Ck、Dj及び Cjは、それぞれ次の事項を表

す。 
k：製錬等放射能濃度確認規則別表第 1第 1欄に掲げる 33種類の放射性
物質 

j：33種類の放射性物質のうち評価に用いる Dj／Cjの高い n種類の放射
性物質 

Dk：放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質 k の平均放射能濃度
[Bq/g] 

Ck：製錬等放射能濃度確認規則別表第 1第 2欄に掲げる放射性物質 kの
放射能濃度[Bq/g] 

Dj：放射能濃度確認対象物に含まれる評価に用いる放射性物質 j の平均
放射能濃度[Bq/g] 

Cj :製錬等放射能濃度確認規則別表第 1 第 2 欄に掲げる放射性物質 j の
放射能濃度[Bq/g] 
ただし、Dk／Ckの最大値が 33分の 1以下であることが明らかな場合
は、Dk／Ckが最大値となる放射性物質のみを評価に用いる放射性物質

として選定してよい。 
(2)～(4)は研究炉などで対象外のため省略 
 
(5)以上の点について、製錬等放射能濃度確認規則第 5条第 1項第 5号及び
第 2項第 3号又は試験炉等放射能濃度確認規則第 5条第 1項第 6号及
び第 2 項第 4 号に掲げる事項に係る申請書及びその添付書類に記載さ
れていること。 

 
 

ロ：算定した放射性物質組成から、規則 33核種の Σ(Dk／Ck)に対する Dk

／Ckの割合を評価。評価結果は、表 3-11及び表 3-12に示す。 
 
 
 
 
ハ：Co-60の Dk／Ckが規則 33核種のΣDk／Ckに占める割合が 0.9以上
になると評価されることから、大飯発電所の放射能濃度確認対象物の

評価対象核種を Co-60とした。 
また、評価対象核種の選択を行った Co-60が 2019年 6月 1日から 5
年後にわたって、90%以上であることを確認している。 
 
【補足】 
〇構成材料の元素組成の設定等に当たっては、組成を幅広く設定。 
具体的には SUS304においては不明元素      、ウラン燃

料の不純物組成等も踏まえて設定。なお、インコネル 690の不明
組成については、核種組成への影響は小さいことを確認している

ため、考慮しないこととした。 
〇評価対象核種の評価におけるインプットデータについては、主に

実用炉許認可での使用値、公開文献値または実機分析データを基

に設定。その他の評価に用いるインプットデータは妥当性を確認

した上で使用。 
〇評価に使用する「ORIGEN2」コードは、実用炉許認可の解析に
て使用されている解析コードである。 
〇評価に用いる放射性物質選定に係る評価手法については、先行認

可済プラントと同様の評価手法 
 
 
 

(5) 上記内容については、申請書本文五、および添付書類三に記載する。 
 
 
 
 
 

添付書類三 
P3-3, 3-4,表 3-11,3-12 
 
 
 
 
添付書類三 
P3-3,3-4,表 3-11,3-12 
 
 
 
 
 
資料 3-③ コメント回

答資料（評価対象核種

の選定について） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 



 
大飯１号炉および２号炉 燃料取替用水タンクへのクリアランス制度適用に関する法令等の要求事項への適合性確認（4/8)  

 

 

 
認可申請書に要求 
される記載事項 

法令等の要求事項 申請書および補足説明資料の内容 
申請書および補足説明

資料の該当箇所 
なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により大気中に放出

された放射性物質の降下物（以下「フォールアウト」という。）による

影響を受けるおそれのある資材その他の物の安全規制上の取扱いにつ

いては、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォール

アウトによる原子力施設における資材等の安全規制上の取扱いについ

て（平成 24・03・26原院第 10号平成 24年 3月 30日）」を参照して
いること。 
 
 

・放射能濃度確認対象物である燃料取替用水タンクは、2005 年度に解体
した後、容器に封入し、廃棄物庫に保管廃棄していることから、フォー

ルアウトについては影響を考慮する必要はない。 
 【補足】 
〇「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴うフォールア

ウトによる原子炉施設における資材等の安全規制上の扱いに関す

るガイドライン」に基づき 2012年 3月に発電所構内の複数個所に
おいて測定した結果、全測定箇所において理論検出限界計数値未満

であったことから、フォールアウトによる影響はないと評価してい

る。 
〇文部科学省により行われた航空機モニタリングの測定結果におい

て、Cs-134及び Cs-137の放射能濃度は極微量であることを確認し
ている。 
〇福井県環境放射能測定技術会議においても、原子力発電所周辺の環

境放射能の調査を実施しており、Cs-134及び Cs-137の放射能濃度
は極微量であり、フォールアウトの影響が無いことを確認してい

る。 

本文 P4 
 
 
 
資料 3-① コメント回

答資料（東京電力福島

原子力発電所の事故に

伴うフォールアウトの

影響について） 

六 放射能濃度の評価単位 【規則第六条第 2号二】 
放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の評価単位は、その評

価単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮

し、適切な重量であること。 
【審査基準】 
(1)「放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し、適切
な重量であること」とは、以下のことをいう。 

イ：汚染の履歴等を考慮して、汚染の程度が大きく異なると考えられる物

を一つの測定単位としていないこと。 
口：評価単位内のいずれの測定単位においても、評価に用いる放射性物質

の Σ（Dj／Cj）が 10を超えないこと。 
ハ：10トンを超えないこと 
 
(2)以上の点について、製錬等放射能濃度確認規則第 5条第 1項第 6号及び
第 2項第 4号又は試験炉等放射能濃度確認規則第 5条第 1項第 5号及
び第 2 項第 3 号に掲げる事項として、申請書及びその添付書類に記載
されていること。 

 

【概要】 
・測定単位は、測定用トレイに積載可能な 100kg以内とする。 
・評価単位は、一つの測定単位とし、測定単位と同様の 100kg 以内とす
る。 

 
(1) 
 
イ：放射能濃度確認対象物の発生・保管情報調査の結果を考慮して、汚染

の程度が大きく異なるものを一つの測定単位としない。  
ロ：測定単位ごとに規則第 2条に規定される放射能濃度の基準以下である
ことを確認する。 

ハ：評価単位は 100kg以内とする。 
 
(2)上記内容を申請書本文六および添付書類四に記載する。 
 
 
 
 

本文 P5 
添付書類四 
 
 
 
 
 
添付書類四 P4-1 
 
本文 P5 
添付書類四 P4-1 
本文 P5 
添付書類四 P4-1 
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認可申請書に要求 
される記載事項 

法令等の要求事項 申請書および補足説明資料の内容 
申請書および補足説明

資料の該当箇所 
 

～途中省略～ 
 

 
～途中省略～ 

 

 
～途中省略～ 

九 放射能濃度確認対象物の 
管理方法（次頁へ続く） 

【規則第六条第 5号 五】 
放射能濃度確認対象物について、次に掲げる事項を防止するための適切な

措置が講じられていること。 
イ 異物の混入  
口 放射性物質による汚染 
ハ 確認への支障を及ぼす経年変化 
 
【審査基準】 
(1)製錬等放射能濃度確認規則第 6 条第 5 号又は試験炉等放射能濃度確認
規則第 6条第 5号に掲げる異物の混入及び放射性物質による汚染を防止
するための「適切な措置が講じられていること」とは、以下のとおりで

あること。 
イ：放射能濃度確認対象物については、容器等に収納する場合は、当該容

器等に封入し、施設内のあらかじめ定められた放射性物質による追加

的な汚染のない場所で保管していること。また、容器等に収納しない

場合は、放射性物質による追加的な汚染のない保管場所で保管し、当

該保管場所の出入口を施錠していること。 
 
 
 
 
ロ：製錬事業者等又は試験研究炉等設置者等の放射能濃度確認を担当する

部署の者及び当該製錬事業者等又は試験研究炉等設置者等から承認を

受けた者以外の者が上記イの保管場所に立ち入らないようにするため

の制限を行っていること。 
 
 
 
ハ：放射能濃度の測定後の放射能濃度確認対象物に測定前の放射能濃度確

認対象物等が混入しないように措置を講ずること。万一、異物が混入

した場合にもその状況を確認することができるよう、測定時に放射能

濃度確認対象物をモニター撮影する等の措置を講ずること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
 
 
 
イ：放射能濃度確認対象物については、容器に封入し、追加的な汚染の無

いエリアに保管する。また、各エリアは施錠管理し、放射能濃度確認

担当箇所の承認を受けた者以外の者の立入りを制限する。 
 【補足】 
  〇放射能濃度確認対象物については、汚染の恐れがない管理区域であ

る廃棄物庫にて保管用に封入し保管している。なお、廃棄物庫は出

入口を施錠管理する。 
 
 
ロ：各エリアは施錠管理し、放射能濃度確認担当箇所の承認を受けた者以

外の者の立入りを制限する。 
 【補足】 
  〇放射線管理課長が承認したもののみが保管場所に立ち入れるよう

管理する。 
 
 
ハ：放射能濃度測定時に測定前後の放射能濃度確認対象物が混在しないよ

うに区画により物理的に分離し、異物の混入を防止する。また、測定

時に放射能濃度確認対象物をモニター撮影し、記録することにより、

万一、異物が混入した場合にもその状況を確認することができるよう
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ニ：放射能濃度の測定後から原子力規制委員会の確認が行われるまでの間

の製錬事業者等又は試験研究炉設置者等の管理体制が厳格な品質管理

の下になされていること等の措置を講ずること。 
 
ホ：放射能濃度測定装置の設置場所を追加的な汚染のない場所とすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

にする。 
 
二：原子炉施設保安規定および原子力発電の安全に係る品質保証規程並び

に下部規程において具体的な運用の手順を規定し、これらについては

継続的な改善活動を実施する。 
 
ホ：トレイ型専用測定装置の設置場所は放射能濃度測定時に測定前後の放

射能濃度確認対象物が混在しないように区画により物理的に分離し

た場所とする。 
【補足】 
 〇「放射能濃度測定装置の設置場所を追加的な汚染のない場所とする

こと。」については、「放射能濃度確認対象物を保修点検建屋内の分

別場所から容器に封入された状態で測定・評価場所内の汚染のおそ

れのない管理区域以外の管理区域（B区域）へ移動し、測定・評価
を行う。」こととしており、放射能濃度測定装置は、追加的な汚染の

ない専用のエリアとして鋼製材で区画し、フィルタで浄化した空気

を区画内に送気することで陽圧を保持し、出入口開放の際に汚染が

区画内に流入（混入）しないように措置を講じることとしている。

なお、放射能濃度測定装置での測定の結果、評価対象核種(Co-60)の
Dj/Cjが 1以下と判断した放射能濃度確認対象物は、測定･評価場所
内の汚染のおそれのない管理区域（A区域）に搬送し、保管容器へ
封入することとしている。 

 〇表面汚染密度については、保修点検建屋内は汚染のおそれのない管

理区域以外の管理区域（B区域）であるが、機器の開放点検等で汚
染物が飛散する可能性がある場合は、汚染物が飛散しないようグリ

ーンハウスの設置等の措置を行うことにより清浄度を維持してお

り、建屋内床面の表面汚染密度の測定結果は、検出限界以下（ 
以下、スミヤ法で試料採取しシンチレーション計数

装置にて測定）、また、空気中のダストの放射能濃度の測定結果につ

いても、検出限界以下（               以下、ダストサンプラで試
料採取後、GM計数装置にて測定）であることを確認している。 

  〇線量当量率については、保修点検建屋内は汚染のおそれのない管理

区域以外の管理区域（B区域）であるが、機器の開放点検等で汚染
物が飛散する可能性がある場合は、汚染物が飛散しないようグリー

ンハウスの設置等の措置を行うことにより清浄度を維持しており、
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へ：放射能濃度確認対象物の運搬に当たっては、追加的な汚染のおそれの

ある場所を通らないルートを選定すること等の措置を講ずること。 
 
 
 
 
 
 
(2) 製錬等放射能濃度確認規則第 6条第 5号に掲げる確認への支障を及ぼ
す経年変化を防止するための「適切な措置が講じられていること」とは、

以下のとおりであること。 
イ：原子力規制委員会による確認において、経年変化（例えば、評価に用

いる放射性物質の放射能濃度が放射性壊変により著しく減衰するこ

と、放射能濃度確認対象物の表面状態がさび等により変化すること等）

によって放射能濃度の測定が認可を受けた方法に従って行われている

ことを判別できない状況が発生することを防止するため、評価に用い

る放射性物質のうち放射線測定法によって放射能濃度を測定する放射

性物質の半減期を超える管理をしないこと、放射能濃度確認対象物の

表面において放射線の測定効率が大きく変わるような腐食や劣化が生

じないよう管理を徹底すること等の措置を講ずること。 
 
 
 

また、高線量の機材を持ち込まないよう管理していることから、建

屋内及び放射能濃度測定装置の設置場所の線量当量率の測定結果

（シンチレーションサーベイメータにて測定）は、          環境
のバックグラウンドレベルであり、放射能濃度測定装置の測定条件

の          以下であることを確認している。 
〇放射能濃度確認対象物は、専用の運搬容器に収納し、建屋内の B区
域を経由して、放射能濃度測定装置専用のエリアに搬入する前に専

用の運搬容器の表面汚染密度を測定し基準以下であることを確認

し、追加的な汚染が生じないようにすることとしている。 
 これらの対応により、放射能濃度測定装置の設置場所に追加的な汚

染が生じないよう管理できる。 
 
へ：放射能濃度対象物の運搬に当たっては、追加的な汚染が発生するおそ

れのある場所を通らない経路を選定 
 【補足】 
  〇放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定前後において、運搬容器

及び保管容器に収納・封入して運搬するとともに、運搬容器及び保

管容器に追加的な汚染がないことを確認することにより、追加的な

汚染がないよう管理する。 
 
(2) 
 
 
イ：放射能濃度確認対象物を封入した保管容器は、国の確認が終わるまで

廃棄物庫内に設定した確認待ちエリア（汚染のおそれのない管理区

域）にて保管する。なお、測定・評価した放射能濃度確認対象物は、

評価時点より Co-60の半減期（5.27年）以内に確認の申請を行う。 
放射能濃度確認対象物を封入した保管容器は、確認が終わるまで汚染

のおそれのない管理区域（廃棄物庫内）に保管する。また保管エリア

は施錠管理し、立入り制限を実施。 
確認を受けるまで保管容器を開放しないこととし、定期的な巡視によ

り保管状態の確認を実施。 
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(3) 以上の点について、製錬等放射能濃度確認規則第 5条第 1項第 9号及
び第 2項第 7号又は試験炉等放射能濃度確認規則第 5条第 1項第 9号
及び第 2項第 7号に掲げる事項として、申請書及びその添付書類に記
載されていること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)上記内容を申請書本文九、十および添付書類七、八に記載する。 
 
 
 

 


